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それでは、議事に入らせていただきます。事務局から、本日

の出欠状況をお願いします。 

本日の出席委員でございますが、委員総数１７名中、出席委

員１３名でございます。東大和市国民健康保険条例第２条に定

めます各選出区分からご出席がございますので、東大和市国民

健康保険運営協議会規則第７条により、会議は成立しておりま

すので、お知らせいたします。 

ありがとうございました。次に、議事録署名人の指名をさせ

ていただきます。 

（議事録署名人の指名） 

それでは、お手元にお配りしております資料に基づきまし

て、議事をはじめさせていただきます。初めに、「日程第１ 令

和５年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算について」で

ございます。事務局から説明をお願いします。 

皆様こんにちは。保険年金課長の岩野でございます。失礼で

すが、ここからは着座にて説明させていただきます。 

日程第１、令和５年度国民健康保険事業特別会計予算でござ

います。この令和５年度国民健康保険事業特別会計予算につき

ましては、先に開催されました、令和５年第１回市議会定例会

におきまして、議決いただいたものとなっております。内容に

ついてご説明させていただきます。お手元の「令和５年度 東

大和市国民健康保険事業特別会計当初予算」の歳入の資料をご

覧ください。 

歳入の主な項目につきましてご説明申し上げます。第１款、

国民健康保険税は、１９億４，５６８万９千円で、令和４年度

と比べますと、１億２，９１７万８千円の増額でございます。
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この保険税のうち、現年分の歳入につきましては、今般、本協

議会におきまして、諮問の内容をお認めいただく答申をいただ

きました保険税率を反映させたものとなっております。委員の

皆様におかれましては、改めましてご理解とご協力に感謝申し

上げます。現年分の収納率につきましては、直近過去３年度間

の最高の収納率でございます。具体的には、令和３年度の９６．

７％でございます。第３款の国庫支出金をご覧ください。今年

度予算が３２万６千円と、令和４年度比で３２万５千円の増と

なっております。こちらは、本協議会にて諮問させていただき、

内容をお認めいただく答申をいただきました出産育児一時金

の支給額の引上げに関連してございます。令和５年度に限りま

して、国から出産育児一時金１件につき、５千円の財政支援が

ございますので、６５件分を予算計上しているものでございま

す。第４款、都支出金をご覧ください。第４款の都支出金は、

５９億３，９６６万８千円と、令和４年度と比べまして、１，

０８９万４千円の増額でございます。内容といたしましては、

特定健康診査等負担金、及び保険給付費にかかる保険給付費等

交付金、都補助金でございます。保険給付費等交付金につきま

しては、歳出の医療にかかる保険給付費に充てられる交付金で

ございまして、歳出において保険給付費の増額を見込んでおり

ますことから、この保険給付費等交付金につきましても増額と

なったものでございます。続きまして、第６款、繰入金をご覧

ください。第６款、繰入金は、９億４，２４４万１千円で、令

和４年度と比べまして、２，８７３万４千円の減額でございま

す。内容といたしましては、保険基盤安定制度繰入金、職員給

与費等繰入金、出産育児一時金等繰入金の法定内繰入金、これ
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が約５億３，６００万円と、その他の繰入金といたしまして、

約１億２，９００万円を一般会計から繰入れ、基金取り崩しに

よります繰入金として、約２億７，７００万円を繰入れたもの

でございます。 

なお、出産育児一時金は支給額を諮問のとおり、５０万円に

引上げた額を反映させております。また、令和５年度をもちま

して、国保財政健全化計画が完了しておりますので、その他の

繰入金につきましては、いわゆる赤字補填のための繰入金はご

ざいません。歳入合計欄をご覧ください。令和５年度の予算規

模といたしましては、歳入で８８億５，２０３万７千円。特別

会計でございますので、歳出も同額となります。令和４年度と

比べて、１億９０２万６千円の増額でございます。 

１枚おめくりいただきまして、歳出の資料をご覧ください。

歳出の主な項目につきましてご説明申し上げます。第１款、総

務費は、１億３，０７１万４千円で、７１４万９千円の減額で

ございます。国保財政健全化計画の完了に伴いまして、施策推

進担当係長の職がなくなりますことから、職員定数の減により

ます予算の減額でございます。第２款、保険給付費は、５８億

４，７２６万４千円で、令和４年度と比べまして、９５０万円

の増額でございます。保険給付費としまして、療養給付費、療

養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、出産育児一

時金、葬祭費、傷病手当金等を、実績を勘案して算出したもの

でございます。第３款、国民健康保険事業費納付金は、２６億

８，６９４万２千円で、令和４年度と比べまして、９，７０９

万９千円の増額でございます。東京都に納める納付金でござい

ます。第５款、保健事業費は、１億６，３０７万１千円で、令
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和４年度と比べまして、３９８万円の増額でございます。特定

健康診査、特定保健指導、ジェネリック医薬品の利用促進やレ

セプトデータの分析によります保健事業費、また令和５年度に

は、令和６年度からの次期データヘルス計画等の策定が予定さ

れておりますので、関連する予算計上を行っております。歳出

合計は、８８億５，２０３万７千円で、歳入と同額でございま

す。簡単ではございますが、以上が令和５年度におけます国民

健康保険事業特別会計当初予算の概要でございます。説明は以

上です。よろしくお願い申し上げます。 

どうもありがとうございました。ただいま説明が終わりまし

た。皆様からご質問があれば承ります。よろしくお願いします。 

（質問なし） 

よろしいですか。それではご質問ないようですので、「日程

第１ 令和５年度東大和市国民健康保険事業特別会計予算に

ついて」を終了とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

続きまして、「日程第２ 令和４年度東大和市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）について」に入ります。事務

局から説明をお願いいたします。 

続きまして、「日程第２ 令和４年度東大和市国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）」でございます。この補正予

算につきましても令和５年第１回市議会定例会におきまして、

議決をいただいております。内容につきましてご説明申し上げ

ます。お手元に「令和４年度 東大和市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）歳入・歳出集計表」の資料をご用意く

ださい。まず、全体の補正額でございます。表の一番下の歳入
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合計欄及び歳出合計欄の補正額の欄でございますが、歳入・歳

出、それぞれ６，００４万２千円の増額となってございます。 

初めに、左側の歳入の表からご説明申し上げます。第６款、

繰入金をご覧ください。補正額が５，７１３万円の増額で、保

険基盤安定制度繰入金の増額及び未就学児均等割保険税繰入

金の減額の差引きの結果といたしまして、５，７１３万円の補

正額となりました。第８款、諸収入をご覧ください。２９１万

２千円の増額で、過年度の特定健康審査等負担金分の精算によ

るものでございます。 

次に、右側の表、歳出でございます。第６款、諸支出金をご

覧ください。６，００４万２千円の増額で、過年度の保険給付

費等交付金の精算金の確定に伴います返還金でございます。こ

の返還金額ですが、約１億４００万円ございましたが、歳入の

６，００４万２千円を充当いたしまして、さらに不足する分に

つきましては、同じ第６款、諸支出金の基金費を減額して、こ

ちらを充当する対応を行ってございます。減額分の具体的な金

額につきましては、表の下の黒ポチの２つ目に明記させていた

だいております。今回の補正予算によりまして、補正後の歳入・

歳出それぞれの予算総額は、９１億９，２８５万４千円となっ

ております。日程第２の説明は以上でございます。よろしくお

願い申し上げます。 

どうもありがとうございました。それでは、日程第２につき

まして、皆様から質問を受けたいと思います。よろしくお願い

します。 

（質問なし） 

よろしいですか。それでは質問もありませんので、「日程第



6 

 

 

 

 

 

岩野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和４年度東大和市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）について」を終了とさせていただきます。 

次に、「日程第３ 国保講演会の動画公開について」、事務

局から説明をお願いいたします。 

「日程第３ 国保講演会の動画公開について」でございま

す。お手元に「医療保険制度改正／国保、令和５年度予算案」

という資料をご用意ください。この国保講演会につきまして

は、東京都国民健康保険団体連合会の主催によりまして、厚生

労働省保健局国民健康保険課長より、ご講演いただいたものと

なってございます。今年度は、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大対策といたしまして、講演を動画で公開されましたの

で、その内容をご報告いたします。 

今般の講演会につきましては、１時間強の内容でしたが、大

半が資料にもございますが、マイナンバーカードの内容となっ

てございました。主に国民健康保険に直接関連する内容を中心

にご報告させていただきます。 

それでは資料をご覧ください。 

初めにページ数６をご覧ください。こちら出産育児一時金の

引上げに関する資料でございます。今般、出産育児一時金の支

給額が５０万円に引上げられることとなりましたが、出産費用

の状況を都道府県別の資料として示されたものでございます。

表の左上に全国平均が明記されてございます。全国平均が約４

５万円となってございます。また、この表の中で太い罫線で囲

まれておりますのが、左側の表の東京都、それから右側の鳥取

県でございます。出産費用の平均値の最高額、最低額が示され

てございまして、最高額が東京都の約５６万５千円、最低額が
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鳥取県の約３５万７千円となります。これは講演内容として話

されたものではございませんが、ご覧いただきましたとおり、

東京都の平均値等は、今回の支給額の５０万円の引上げ、金額

に開きがございます。そこで、現在の東京都の負担に見合うよ

うに、出産育児一時金の引上げにつきまして、さらなる引上げ

を国に要望するよう、東京都市長会を通じて、東京都に要望し

てまいります。 

続いて、ページ数１１をご覧ください。「【制度改正】出産

育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入」とタイトルされ

ているページでございます。上の囲み罫の中に説明がございま

して、特に点が２つある中の下の方の点、黒ポチの２つ目の説

明がございました。後期高齢者医療制度が、出産育児一時金に

係る費用の一部を支援する仕組みを導入する場合、現行の現役

世代・後期高齢者の保険料負担に応じまして、後期高齢者医療

制度の支援割合を対象額の７％と設定するという説明がござ

いました。さらに細かいところで、この黒囲みの罫の下です。

右側に「▪導入時点（令和６年度）」というところがございます。

７％の算出の内容について説明がございました。ここには明記

されておりませんが、追加の口頭での説明で、この７％の負担

割合導入につきましては、令和８年度からを予定しているとの

ことです。令和６年度、令和７年度につきましては、経過措置

といたしまして、各年度３．５％ずつの負担割合で予定をして

いるという説明がございました。 

続きまして、ページ数４２をご覧ください。「国保制度改革

の推進」とはじまるところの下の資料になります。タイトルと

いたしましては、「【制度改正】国民健康保険制度改革の推進」
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でございます。このページでは（１）、（２）の説明がござい

ました。新たに予定されております国民健康保険制度に関する

内容でございます。（１）出産時における保険料負担の軽減と

いうことで、出産する被保険者に係る産前、産後期間相当分約

４か月間、保険料を免除する措置を創設するという説明がござ

いました。ただし、詳細についてはこれから示されることにな

りますので、この説明の中では概要のみの説明となってござい

ました。更にその下、（２）国保運営方針に基づく保険料水準

の統一、医療費適正化の推進となっているところでございま

す。こちらも黒ポチ２つございまして、１つ目が、都道府県内

の国保運営の統一的な方針である都道府県国民健康保険運営

方針について、対象期間の考え方や記載事項を見直しするとい

う説明がございました。今も、国民健康保険運営方針につきま

しては、東京都も策定しておりまして、令和５年度末までのも

のとなっております。そこで、令和６年４月からの東京都国民

健康保険運営方針の見直しが、令和５年度に行われる予定でご

ざいます。また、２つ目の黒ポチになります。「保険料水準統

一加速化プラン（仮称）」を策定し、保険料水準の統一に向け

た取組を国としても強力に支援という説明がございました。

「保険料水準統一加速化プラン」は、仮称ですが、これを国が

推し進めようとしているという説明がございました。保険料水

準統一のためには、赤字補填繰入の解消が重要な要素の１つと

なりますので、どのような取組を東京都として定めていくか、

令和５年度において協議されていくかと見込んでいるところ

でございます。 

また、それに関するところで補足の資料説明で、ページ数５
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４をご覧ください。「赤字削減・解消計画の策定状況」で、令

和４年５月３１日時点のものとなります。こちらの表の左の中

ほど、１３番に東京都の欄がございます。この１３番東京都の

欄をご覧いただきまして、１番右をご覧いただきますと、解消

予定年度が令和９年度以降となる自治体が、都内で４３自治体

となると明記されております。次に、右の表をご覧いただきま

して、右の表の最下欄に、計の欄がございます。計の欄の１番

右側に、同じく解消予定年度、令和９年度以降を予定している

自治体数、今度は全国になるのですが、この令和９年度以降赤

字解消を予定している自治体が、７０あることが見て取れま

す。これをご覧になっておわかりになりますとおり、東京都だ

けで約６割を占めてしまうことが現状でございますので、その

ような意味でも、東京都にとって、赤字補填の解消が重要な要

素となってくると考えているところでございます。 

国民健康保険に直接関係するような説明につきましては、こ

のような内容でございまして、それ以外に実務者レベルの内容

や、マイナンバーカード関連の説明がございました。ご承知の

とおりマイナンバーカードの保険証機能の登録が始まってお

り、そのような内容についての説明や、マイナンバーカードを

利用して、医療機関を受診することのメリット等、説明がござ

いましたので、こちらについては割愛をさせていただきます。

講演内容のおおよその説明としては、以上となります。よろし

くお願い申し上げます。 

どうもありがとうございました。保険を受けられる方が増え

てきましたが、保険料は集まらず、保険料の費用がどんどん膨

らんでくるということになり、だんだん厳しい状況です。最後
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に説明していただきました市区町村で、東大和市はどうなので

しょうか。 

ありがとうございました。先ほど私からご報告させていただ

いたとおり、国保財政健全化計画が令和５年度をもって完了す

るということで、当初予算の説明でもふれさせていただきまし

たが、おかげさまを持ちまして東大和市の国民健康保険特別会

計赤字補填繰入が、令和５年度においては、なくなっていると

いうところでございます。これは、多摩２６市の中では、本当

に先頭を切ってのところではございますので、皆様のご協力、

ご理解には、厚く感謝しております。どうもありがとうござい

ます。 

ありがとうございました。説明の中で、皆様からご質問があ

ればお受けしたいと思います。いかがでしょう。 

（質問なし） 

よろしいですか。よろしければ、「日程第３ 国保講演会の

動画公開について」を終了とさせていただきます。 

「日程第４ その他」ということで、事務局から何かありま

すか。 

その他ということで、資料はございませんが、口頭での報告

をさせていただきます。コロナ関連になりますが、国民健康保

険事業においての傷病手当金です。これまで行ってきましたコ

ロナを理由として、お仕事、就労につけなかった方の傷病手当

金を交付するという内容のものになりますが、申請期限が令和

５年３月３１日まででしたが、期間が延長になりまして、令和

５年５月７日まで、期間が延長となりました。その手続きが整

いましたので、ここでご報告させていただきます。既に報道で
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もございますとおり、５月８日から新型コロナウイルスに関し

ましては、５類に引き下げられるというところになりますの

で、これをもって、国からの財政支援がなくなるというところ

で、傷病手当につきましても、５月７日までと予定していると

ころでございます。以上でございます。 

どうもありがとうございました。皆様から何かございます

か。 

（意見なし） 

よろしいですか。特になければ、これをもちまして「日程第

４ その他」を終了とさせていただきます。 

以上で、本日の日程はすべて終了とさせていただきます。そ

れでは、今年度最後の運営協議会ということですので、部長か

らご挨拶をいただきたいと思います。 

今年度最後の国民健康保険運営協議会でありますので、一言

ご挨拶を申し上げさせていただきます。令和４年度は、本日を

含めまして計５回、委員の皆様のご協力により、無事協議会を

運営することができました。その中でも１月には、国保財政健

全化計画の最終年度に当たり、令和５年度の国民健康保険税の

税率改定案を諮問させていただき、諮問の内容を皆様にお認め

いただく答申をいただいたところでございます。令和５年度の

国民健康保険事業特別会計予算につきましても、先の議会でご

承認をいただき、国保財政健全化計画につきましては、予定ど

おり完了するということになります。これも委員の皆様に、国

民健康保険の財政健全化の重要性を十分にご理解いただいた

ことによるものと、改めて深く感謝申し上げるものでございま

す。 
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尾崎会長 

国民健康保険は、市民の皆様が安心して医療を受けられるよ

うにするための国民皆保険を下支えする大切な制度でありま

すことから、これからも将来に渡って、安定的かつ継続的に運

営していく必要がございます。市といたしましては、保健事業

による医療費の適正化、収納率の向上など、国民健康保険の健

全財政を維持する取組に引き続き努めると共に、国や東京都に

対しましても、財政支援の拡充や公的医療保険の一本化等によ

る抜本的な対策を講じるように、引き続き要望してまいりま

す。 

委員の皆様におかれましては、国民健康保険の安定的かつ継

続的な運営に対しまして、今後ともご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

結びに、委員の皆様のご健勝をご祈念申し上げ、私からの挨

拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

どうもありがとうございました。それではこれをもちまし

て、本日の運営協議会を閉会とさせていただきます。本日はあ

りがとうございました。 

 


